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入院時の食費・居住費について

区分

療養病床に入院する
６５歳以上の方

（難病の患者などを除く）

左以外の方

（一般病床など）

一般の方
（食費）１食４６０円

（居住費）１日３２０円

１食につき

２６０円

市町村民税非課税の世
帯に属する方等

（食費）１食２１０円

（居住費）１日３２０円

１食につき

２１０円

上記のうち、世帯全員が
一定の所得以下

（食費）１食１３０円

（居住費）１日３２０円

１食につき

１００円

標準負担額

経緯

平成６年１０月

食費に係る負担を導入（食材料費のみ）

※ 標準負担額（患者負担額）については、６００円（１日）→７６０円（平成8年）→７８０円（平成13年）→２６０円（１食）（平成18年）に変遷

平成１８年１０月

療養病床に入院する６５歳以上の方に、食材料費に加え、調理費及び居住費の負担を導入

※ 介護保険施設に入所している方とのバランス

※ 年金給付を受けている場合、基礎的な生活費の二重給付を解消する

平成１７年１０月介護保険法改正により

介護保険施設の食費（食材料費＋調理費

（調理員の人件費））・居住費（光熱水費）を利用者負担に。

（参考）介護保険施設

に入所している方（多床室）

一般の方の標
準的な負担額

（食費）１日１３８０円
（居住費）１日３２０円

年金８０万円超
で市町村民税非

課税

（食費）１日６５０円
（居住費）１日３２０円

年金８０万円以
下の者

（食費）１日３９０円
（居住費）１日３２０円

生活保護
（食費）３２０円
（居住費）０円 2


